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 この補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。 
 

 
交付目的 

 

 

 

 

農業生産活動の継続及び耕作放棄地の発生防止を行うことにより、農業の有

する多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領（平成

１２年４月１日付け１２構改Ｂ第３８号農林水産事務次官依命通知。以下「実

施要領」という。）第６の１に規定する農業者に対し、実施要領第６の２によ

り中山間地域等直接支払交付金を交付するために必要な事項を定めます。 

内 

容 

交付対象者 下記１から２の全てをみたす者とします。 

１ 群馬県が指定した中山間地域等直接支払交付金特認基準対象地域内の農業 

 者 

２ 実施要領第６の１で規定する者 

交付の対象

行為 

 協定等に基づき５年間以上継続して行われる農業生産活動 

交付金額 別表１により算定した額 

交付条件 １ 対象事業者は、事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じることを求め

られた場合は、これに応じなければなりません。 

２ 対象事業者は、事業等に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿その

他の関係書類を交付金の交付を受けた会計年度の終了後５年間保存しなけれ

ばなりません。 

３ 対象事業者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋市規則第３４号）、

この交付要項及び交付決定通知に付された交付条件を遵守し、事業を行わな

ければなりません。 

４ 交付申請をしようとするときは、集落協定にあっては集落の代表者、個別

協定にあっては協定の認可を受けた認定農業者等が、中山間地域等直接支払

交付金実施要領の運用（平成１２年４月１日付け１２構改Ｂ第７４号農林水

産省構造改善局長通知。以下「運用」という。）第７の４に基づき、協定等の

認定を受けていなければなりません。 
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付    
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等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請の

方法 

次の書類により申請してください。 

なお、押印は省略することが可能です。また、押印を省略した場合は、電子メ

ールによる提出も可能です（実績報告、請求も同じです。）。 

１ 交付申請書 

２ その他参考となる書類 

（事業の遂行上必要があるときは、概算払による交付金の交付を請求すること

ができます。概算払を希望する場合は、概算払を必要とする理由書を添付して

ください。） 

【注】押印を省略した場合は、書類の真正性を担保するため、必要に応じ、電話

等で確認を行う場合があります。 

 

 交付決定の

時期等 

申請書類等の審査及び調査を行い、交付の可否、金額、条件等を決定し、通

知します。 

対象事業が

変更、中止又

は廃止とな

った場合の

手続 

１ 協定書の内容に変更が生じるときは、変更等の手続きが必要となります。 

２ 上記の場合は、変更等を行う前に、交付金変更等承認申請書を提出し、承

認の決定を受けなければなりません。 

変更等承認

決定の時期 

交付金変更等承認申請書の審査及び調査を行い、受理した日から３０日以内

に、承認の可否を決定し通知します。 

 集落協定の

中止又は廃

止 

１ 集落協定等を中止または廃止しようとするときは、中止又は廃止の手続き

が必要となります。 

２ 上記の場合は、中止または廃止を行う前に、中止・廃止届を提出し、承認

を受けなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

集落協定の

中止又は廃

止の承認 

中止・廃止届の審査及び調査を行い、受理した日から３０日以内に、承認の

可否を決定し通知します。 

概算払請求

の方法、支払

時期等 

１ 概算払を希望する場合、次の書類により申請してください。 

（１）概算払請求書 

（２）添付書類 

ア 理由書（概算払を必要とする理由、時期、金額等を具体的に記入） 

２ 上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０日以内に支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績報告書

の提出 

１ 事業実施年度の翌年度の４月２０日までに、次の書類により報告してくだ

さい。 

（１）実績報告書 

（２）添付書類 

 ア 金銭出納簿の写し 

   イ 活動日報の写し 

   ウ 領収書の写し 

   エ 通帳の写し 

   オ その他参考となる書類 

２ 上記により提出された書類等の審査及び調査を行い、交付金額を確定し通

知します。 

 

請求の方法、

支払時期等 

１ 実績報告書を提出し、補助金額が確定した後、次の書類により請求してく

ださい。 

 （１）補助金交付請求書 

 （２）添付書類 

   ア 参考となる書類 

２ 上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０日以内に支払います。 

交付決定の

交付対象者

取り消し又

は交付金の

返還 

１ 次の場合は、交付金の交付決定の全部又は一部が取り消されます。 

（１）偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。 

（２）交付金を他の用途に使用したとき。 

（３）この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

２ 交付金の交付を受けた後、交付金の交付を取り消された場合、取り消しに

係る部分の金額を指定された期限までに返還しなければなりません。 

３ 対象事業者は、交付金の返還の通知を受け、指定された期限までにこれを

納付しなかったときは、「前橋市税外収入金の督促及び滞納処分等に関する

条例（昭和３９年前橋市条例第２５号）」の規定により算出した延滞金を納付

しなければなりません。 

申請書等の 

書式 

１ 交付申請書（様式第１号） 

２ 交付決定通知書（様式第２号） 

３ 変更等承認申請書（様式第３号） 

４ 変更等承認通知書（様式第４号） 

５ 中止・廃止届（様式第５号） 

６ 中止・廃止承認書通知書（様式第６号） 

７ 交付金概算払請求書（様式第７号）  

８ 実績報告書（様式第８号） 

９ 交付金額確定通知書（様式第９号） 

１０ 交付金交付請求書 （様式第１０号）  

 

 

 


